
「地方自治法等の一部を改正する法律等の施行による都区制度改革実施大綱」抜粋 

平成 12 年 3 月 28 日都区協議会決定 

 

第８ 新しい都区税財政制度 
 
 基本方針 

改正法等の趣旨に基づき、特別区の財政運営の自主性・自律性を高めるため、特別  

区の固有財源の拡充、税財政制度の特例措置の見直し、都区財政調整制度の改正等を  

行う。 
 
 １ 固有財源の拡充 

(1) 都から特別区に入湯税を移譲する。（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）新 
第７３５条及び第７３６条第２項） 

(2) 特別区をゴルフ場利用税交付金の交付対象とする。（地方税法新第１０３条） 
(3) 特別区を航空機燃料譲与税の譲与対象とする。（航空機燃料譲与税法（昭和４７ 

年法律第１３号）新第１条及び第２条、旧第８条削除） 
 
２ 税財政制度の特例措置の見直し 

(1) 法定外普通税に係る改正 
 特別区が、法定外普通税を新設及び変更する場合における都の同意を廃止する。

（地方税法旧第７３６条第４項削除） 
(2) 特別区たばこ税に係る改正 

 都が特別区たばこ税を都たばこ税と併せて賦課徴収する特例を廃止し、特別区が

賦課徴収するよう改める。（地方税法旧第７３６条第５項及び第６項削除） 
(3) 地方債の許可に係る改正 

 地方分権一括法により、地方債の許可制度が廃止される平成１７年度までの間、

特別区が地方債について許可を受けなければならない場合の許可権者を、自治大臣

から都知事に改める。（地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）新第３３条の７

第４項及び地方財政法施行令（昭和２３年政令第２６７号）新第１７条の３第 
１項） 

(4) 起債制限に係る改正 
 前項に規定する年度までの間、特別区が公共施設又は公用施設の建設事業等のた

めに地方債を財源とする場合の起債制限の対象となる都税の範囲を、全ての普通税

から調整税（市町村民税法人分、固定資産税）に改める。（地方財政法新第３３条

の７第２項） 
 
３ 都区財政調整制度の改正 

(1) 特別区財政調整交付金の法定化 
 都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主

的かつ計画的な運営を確保するため、特別区がひとしくその行うべき事務を遂行す

ることができるように特別区財政調整交付金を交付する。（地方自治法新第２８２

条第１項及び第２項） 
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(2) 調整財源の法定化 
 特別区財政調整交付金の額は市町村民税法人分、固定資産税及び特別土地保有税

の収入額に条例で定める割合を乗じた額とする。（地方自治法新第２８２条第 
２項） 

(3) 総額補てん制度の廃止 
 都の一般会計からの総額補てんを廃止する。（地方自治法新第２８２条第２項、

地方自治法施行令旧第２１０条の１５第１項削除） 
(4) 納付金制度の廃止 

 基準財政収入額が基準財政需要額を超過する特別区による納付金の納付を廃止す

る。（地方自治法新第２８２条第２項、地方自治法施行令旧第２１０条の１０ 
削除） 

(5) 都区間配分に関する事項 
ア 調整税の配分割合 
  調整税の配分割合は、特別区５２％、都４８％とする。 
イ 配分割合の変更 
  配分割合は中期的に安定的なものとし、大規模な税財政制度の改正があった場 

合、都と特別区の事務配分又は役割分担に大幅な変更があった場合、その他必要 
があると認められる場合に変更する。 

ウ 移管事業等 
 (ｱ)  清掃事業 

平成１２年度から１７年度までの期間の平均所要額を基本に標準算定を 

行う。 
 なお、特定の経費については、別途都が直接負担し、又は都から特別区及び

一部事務組合に別途交付金を交付することとする。 
 (ｲ) その他の移管事業等 
   所要額を基準財政需要額に算定する。 
エ 特例廃止等 
 (ｱ) 国民健康保険事業 

 前々年度の医療費等の実績数値を基に単位費用による標準算定を行う。 
 現行の特別区国民健康保険交付金を廃止し、府県としての項目補助を行う。 

 (ｲ) 事務処理特例制度 
   条例による事務処理特例制度に移行する現行算定額を基準財政需要額から控

除する。 
(6) 調整税の減税・減収対策 

 恒久的な減税の実施に伴う調整税の減収及び年度途中における調整税の減収に対

しては、区市町村振興基金を通じて都が区に貸付を行う。償還費は、基準財政需要

額に算定する。 
(7) 区間配分に関する事項 

ア 普通交付金 
 (ｱ) 普通交付金の額は、当該特別区の基準財政需要額が基準財政収入額を超える  
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額（以下「財源不足額」という。）とする。（地方自治法施行令新第２１０条 
の１２第２項） 

 (ｲ) 各特別区について算定した財源不足額の合算額が普通交付金の総額を超える  

場合においては、次の算式により算出した額を当該特別区に交付すべき普通交 
付金の額とする。（地方自治法施行令新第２１０条の１２第２項） 
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×

当該特別区の 
財源不足額 

当該特別区の 
基準財政需要額 

財源不足額合計額－普通交付金の総額 

基準財政需要額が基準財政収入額を超える

特別区の基準財政需要額の合計額 

－  
 
 
イ 基準財政収入額 
 (ｱ) ゴルフ場利用税交付金及び航空機燃料譲与税を算定項目に加える。（地方自  

治法施行令新第２１０条の１２第２項） 
 (ｲ) 過去の決算額に基づく標準算定を行う。 
ウ 基準財政需要額 
 (ｱ) その他行政費、調整費 
   その他行政費に調整費を統合する。 
 (ｲ) 介護保険関連経費 
   介護保険制度の実施に伴い、所要額を基準財政需要額に算定し、現行財調で  

算定している経費のうち、介護保険制度に移行する経費等を控除する。 
 (ｳ) 算定方法の合理化 
   老人福祉費に係る態容補正の統合等、３１項目について算定方法の合理化を  

図る。 
(8) 特別交付金 

ア 大規模な臨時・特例的事業は、普通交付金等に移行させる。 
イ 交付金総額に対する特別交付金の割合を、５％から２％に改定する。 
ウ 普通交付金の総額が財源不足額の合算額を超える場合においては、当該超過額 

を当該年度の特別交付金の総額に加算する。（地方自治法施行令新第２１０条の 
１３） 

 
４ 都市計画交付金の見直し 

 都市計画交付金交付対象事業のうち、筑波移転跡地（公園利用部分）の用地買収事

業を都市計画公園整備事業に統合し（平成１３年度から実施）、新たに土地区画整理

事業及び火葬場整備事業を対象事業とする。 
 

５ その他 
 平成１２年２月１０日開催の都区協議会における確認事項については、都区制度改

革後に引き続き都区が協議すべき主要課題とする。 


